南国市防災士連絡会規約
（名称）
第１条　本会の名称は、南国市防災士連絡会（以下「連絡会」という。）とする。
（目的）
第２条　本会は、次に掲げる防災士の基本理念を実現することを目的とする。
（１）自助　自分の命は自分で守る。

（２）共助　地域・職場で助け合い、被害拡大を防ぐ。

（３）協働　市民、企業、自治体、防災機関等が協力して活動する。
（事業）
第３条　本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
（１）防災・減災に関する知識と技能の習得及びスキルアップに関すること。
（２）地域の防災・減災のための啓発活動に関すること。
（３）防災・減災に関わる多様な組織及び団体との連携に関すること。
　（組織）
第４条　本会は、特定非営利活動法人日本防災士機構に認定された防災士のうち、南国市に居住、通勤又は通学するものをもって組織する。
（役員）
第５条　本会に次の役員を置く。
（１）会　長　１名
（２）副会長　２名
（３）書　記　１名
（４）会　計　１名
（５）監　査　１名 
２　役員は、総会において互選する。
３　役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。
４　補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
５　役員は、任期が過ぎても後任者が就任するまでの間は、その職務を行うものとする。
　（役員の職務）
第６条　会長は、本会を代表し会務を総理する。
２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
　（会議）
第７条　会議は、会長が招集し、年２回の定期総会を行う。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に連絡会を招集する。
２　役員会は、随時会長が招集し行う。
３　会議の議長は、会長がこれにあたり、会長に事故あるときは、副会長が議長を務める。
　（活動）

第８条　第３条に規定する事業を行うに当たり、会員の報酬及び費用弁償は原則として、支給しない。
　（運営）
第９条　本会の運営に要する経費は、補助金及び寄付金等をもってあてる。
　（事務局）
第１０条　本会の事務局は、南国市危機管理課に置く。
　（委任）
第１１条　この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は役員会に諮り、別に定める。
　　　附　則
　この規約は、平成２９年１月２２日から施行する。
